
 

                            

                           

 

 

 

大田区手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正の背景 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、長期優良住宅維持保

全計画の認定の申請等の手数料を定めるほか、規定を整備するため、条例を改正

する。 

 

２ 改正概要 

(１) 長期優良住宅維持保全計画による認定制度の創設（長期優良住宅の普及の促

進に関する法律（平成 20年法律第 87号）第５条） 

  一定の性能を有する既存住宅について、長期優良住宅維持保全計画を作成する

ことで、建築行為を行わない場合（増改築なし）でも認定できる仕組みが創設さ

れる。 

 

(２) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の一部改正（法第 85 条第５項と法第

87条の３第５項の新設）に伴い、引用条文の変更 

   

（３）租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）の一部改正（法第 68 条の 69 削除）

に伴い、引用条文の変更 

   

３ 大田区手数料条例の一部改正について 

（１）長期優良住宅維持保全計画による認定制度の認定手数料を、増改築の認定手数 

料と同額に定める。 

 

（２）その他規定を整備する。 

 

４ 施行日 

  公布の日。ただし、上記２(１)については令和４年10月１日。 

 

 

総務財政委員会  

令和４年９月 15・16 日 

総務部 資料 12 番 

所管 総務課 

 



別 紙 

長期優良住宅維持保全計画による認定制度創設 

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第５条第６項、第７項） 

 

【今回創設する認定対象】（令和４年 10月１日施行） 

建築行為（増・改築）なし 

認定 

（長期優良住宅維持保全計画） 

（認定基準） 

・維持保全しようとする住宅の

構造及び設備が長期使用構造

等であること。 

・維持保全計画に点検の時期及

び内容を定めること。 

・維持保全の期間が 30 年以上

であること。 

計画に基づき実施 

適切な維持管理 

【従来の認定】 

新築 

計画に基づき実施 

適切な維持管理 

増改築工事 

増・改築 

認定 

（建築計画＋長期優良住宅維持保全計画） 

認定 

（建築計画＋長期優良住宅維持保全計画） 

新築工事 

計画に基づき実施 

適切な維持管理 

（既存住宅） 

長期優良住宅維持保全計画

の作成（建築士等による現

況検査の実施） 

（既存住宅） 

長期優良住宅維持保全計画の作成 

（建築士等による現況検査の実施） 

※増改築の認定と同様に現況検査と技術審査を行い認定を行う 



 

 

大田区手数料条例（昭和 32 年条例第 24 号）新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

1 0

1 

建築基準

法第 85 条

第６項の規

定に基づく

仮設建築物

の建築の許

可の申請に

対する審査 

仮設建築物建築許可

申請手数料 

1 0 8 , 0 0 0

円 

 

 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

10

1

の

２ 

建築基準

法第 85 条

第７項の規

定に基づく

仮設建築物

の建築の許

可の申請に

対する審査 

１年を超えて使用す

る仮設建築物建築許可

申請手数料 

195,000 円 

 

 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

10

6

の

３

の

２  

 建築基準

法第 87 条

の３第６項

の規定に基

づく建築物

の用途を変

更して一時

的に他の用

途の建築物

として使用

する場合の

許可の申請

に対する審

査 

建築物の用途を変更

して一時的に他の用途

の建築物として使用す

る場合の許可申請手数

料 

108,000 円 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

10

6

の

３

の

２

の

２  

建築基準

法第 87 条

の３第７項

の規定に基

づく建築物

の用途を変

更して一時

的に他の用

途の建築物

として使用

する場合の

建築物の用途を変更

して一時的に他の用途

の建築物として１年を

超えて使用する場合の

許可申請手数料 

195,000 円 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

1 0

1 

建築基準

法第 85 条

第５項の規

定に基づく

仮設建築物

の建築の許

可の申請に

対する審査 

仮設建築物建築許可

申請手数料 

1 0 8 , 0 0 0

円 

 

 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

10

1

の

２ 

建築基準

法第 85 条

第６項の規

定に基づく

仮設建築物

の建築の許

可の申請に

対する審査 

１年を超えて使用す

る仮設建築物建築許可

申請手数料 

195,000 円 

 

 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

10

6

の

３

の

２ 

建築基準

法第 87 条

の３第５項

の規定に基

づく建築物

の用途を変

更して一時

的に他の用

途の建築物

として使用

する場合の

許可の申請

に対する審

査 

建築物の用途を変更

して一時的に他の用途

の建築物として使用す

る場合の許可申請手数

料 

108,000 円 

 

 

 

許 可

申 請

の と

き 

10

6

の

３

の

２

の

２  

 建築基準

法第 87 条

の３第６項

の規定に基

づく建築物

の用途を変

更して一時

的に他の用

途の建築物

として使用

する場合の

建築物の用途を変更

して一時的に他の用途

の建築物として１年を

超えて使用する場合の

許可申請手数料 

195,000 円 

 

許 可

申 請

の と

き 



 

 

新 旧 

許可の申請

に対する審

査 

1 0

6

の

４ 

長期優良

住宅の普及

の促進に関

す る 法 律

（ 平 成 2 0

年法律第 8

7 号）第６

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画又は長

期優良住宅

維持保全計

画の認定の

申請に対す

る審査 

長期優良住宅建築等

計画等認定申請手数料

 次の (１ )から (４ )ま

でに掲げる区分に応じ

て、当該申請に係る住

宅が属する一の建築物

の床面積に応じ、次に

掲げる額（当該申請に

係る住宅が一戸建ての

住宅（人の居住の用途

以外の用途に供する部

分を有しないものに限

る。以下この表におい

て同じ。）の場合におい

て、一戸建ての住宅を

新築しようとするとき

は (１ )のア又は (２ )の

アに掲げる額、一戸建

ての住宅を増築し、若

しくは改築しようとす

るとき又は建築行為を

行わないときは (３ )の

ア又は (４ )のアに掲げ

る額）（申請に併せて長

期優良住宅の普及の促

進に関する法律第６条

第２項の規定に基づく

申出があつた場合にお

いては、一の建築物に

ついて 72 の項の１から

３までに掲げる額（申

請に係る計画に特定建

築基準適合審査をする

部分が含まれる場合に

おいては当該部分ごと

に 72 の項の４に掲げる

額 の 手 数 料 を 加 え た

額、建築基準法第 87 条

の４に規定する昇降機

に係る部分が含まれる

認 定

申 請

の と

き 

許可の申請

に対する審

査 

1 0

6

の

４ 

長期優良

住宅の普及

の促進に関

す る 法 律

（ 平 成 2 0

年法律第 8

7 号）第６

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画    

     

     

 の認定の

申請に対す

る審査 

長期優良住宅建築等

計画認定申請手数料  

 次の (１ )から (４ )ま

でに掲げる区分に応じ

て、当該申請に係る住

宅が属する一の建築物

の床面積に応じ、次に

掲げる額（当該申請に

係る住宅が一戸建ての

住宅（人の居住の用途

以外の用途に供する部

分を有しないものに限

る。以下この表におい

て同じ。）の場合におい

て、一戸建ての住宅を

新築しようとするとき

は (１ )のア又は (２ )の

アに掲げる額、一戸建

ての住宅を増築し、又

は改築しようとすると

き          

      は (３ )の

ア又は (４ )のアに掲げ

る額）（申請に併せて長

期優良住宅の普及の促

進に関する法律第６条

第２項の規定に基づく

申出があつた場合にお

いては、一の建築物に

ついて 72 の項の１から

３までに掲げる額（申

請に係る計画に特定建

築基準適合審査をする

部分が含まれる場合に

おいては当該部分ごと

に 72 の項の４に掲げる

額 の 手 数 料 を 加 え た

額、建築基準法第 87 条

の４に規定する昇降機

に係る部分が含まれる

認 定

申 請

の と

き 



 

 

新 旧 

場合においては当該昇

降機１基について 72 の

項の６に掲げる額の手

数料を加えた額）に相

当する額を加えた額） 

( １ ) （ 現 行 の と お

り） 

( ２ ) （ 現 行 の と お

り） 

( ３ )  住 宅 を 増 築

し、若しくは改築

しようとする場合

又は建築行為を行

わない場合におい

て、申請に併せて

(１ )に規定する書

類が提出されたと

き 

ア～ケ（現行のと

おり）  

( ４ )  住 宅 を 増 築

し、若しくは改築

しようとする場合

又は建築行為を行

わない場合におい

て、 (３ )以外のと

き 

ア～ケ（現行のと

おり） 

1 0

6

の

５ 

長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

８条第１項

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画又は

長期優良住

宅維持保全

計画の変更

の認定の申

請に対する

長期優良住宅建築等

計画等変更認定申請手

数料  当該申請に係る

住宅が属する一の建築

物の当該計画の変更に

係る部分の床面積の合

計に２分の１を乗じて

得た面積（床面積の増

加 す る 部 分 に あ つ て

は、当該増加する部分

の床面積の合計）に応

じて、当該計画が住宅

を新築する際に認定を

受けたものである場合

変 更

認 定

申 請

の と

き 

場合においては当該昇

降機１基について 72 の

項の６に掲げる額の手

数料を加えた額）に相

当する額を加えた額） 

(１)（略）  

 

(２)（略）  

 

( ３ )  住 宅 を 増 築

し、又は改築しよ

うとする場合   

        

     におい

て、申請に併せて

(１ )に規定する書

類が提出されたと

き 

ア～ケ（略） 

 

( ４ )  住 宅 を 増 築

し、又は改築しよ

うとする場合   

        

      にお

いて、 (３ )以外の

とき 

ア～ケ（略） 

  

1 0

6

の

５ 

長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

８条第１項

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画   

     

     

  の変更

の認定の申

請に対する

長期優良住宅建築等

計画変更認定申請手数

料   当該申請に係る

住宅が属する一の建築

物の当該計画の変更に

係る部分の床面積の合

計に２分の１を乗じて

得た面積（床面積の増

加 す る 部 分 に あ つ て

は、当該増加する部分

の床面積の合計）に応

じて、当該計画が住宅

を新築する際に認定を

受けたものである場合

変 更

認 定

申 請

の と

き 



 

 

新 旧 

審査 においては 106 の４の

項の (１ )又は (２ )に掲

げる額（当該住宅が一

戸建ての住宅の場合に

おいては、同項の (１ )

のア又は (２ )のアに掲

げる額）、当該計画が住

宅を増築し、若しくは

改築する際に認定を受

けたもの又は建築行為

を行わず認定を受けた

ものである場合におい

て は 同 項 の ( ３ ) 又 は

(４ )に掲げる額（当該

住宅が一戸建ての住宅

の場合においては、同

項の (３ )のア又は (４ )

のアに掲げる額）（申請

に併せて長期優良住宅

の普及の促進に関する

法律第８条第２項にお

いて準用する第６条第

２項の規定に基づく申

出があつた場合におい

ては、一の建築物につ

いて 72 の項の１から３

までに掲げる額（申請

に係る計画に特定建築

基準適合審査をする部

分が含まれる場合にお

いては当該部分ごとに

72 の項の４に掲げる額

の手数料を加えた額、

建築基準法第 87 条の４

に規定する昇降機に係

る部分が含まれる場合

においては当該昇降機

１基について 72 の項の

６に掲げる額の手数料

を加えた額）の手数料

を加えた額） 

1 0

6

（現行のと

おり） 

（現行のとお

り） 

（ 現

行 の

審査 においては 106 の４の

項の (１ )又は (２ )に掲

げる額（当該住宅が一

戸建ての住宅の場合に

おいては、同項の (１ )

のア又は (２ )のアに掲

げる額）、当該計画が住

宅を増築し、又は改築

する際に認定を受けた

もの         

          

  である場合におい

て は 同 項 の ( ３ ) 又 は

(４ )に掲げる額（当該

住宅が一戸建ての住宅

の場合においては、同

項の (３ )のア又は (４ )

のアに掲げる額）（申請

に併せて長期優良住宅

の普及の促進に関する

法律第８条第２項にお

いて準用する第６条第

２項の規定に基づく申

出があつた場合におい

ては、一の建築物につ

いて 72 の項の１から３

までに掲げる額（申請

に係る計画に特定建築

基準適合審査をする部

分が含まれる場合にお

いては当該部分ごとに

72 の項の４に掲げる額

の手数料を加えた額、

建築基準法第 87 条の４

に規定する昇降機に係

る部分が含まれる場合

においては当該昇降機

１基について 72 の項の

６に掲げる額の手数料

を加えた額）の手数料

を加えた額） 

1 0

6

（略） （略） （ 略

） 



 

 

新 旧 

の

６ 

と お

り） 

1 0

6

の

７ 

長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

1 0 条 の 規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画又は長期

優良住宅維

持保全計画

の認定を受

けた地位の

承継の承認

の申請に対

する審査 

長期優良住宅建築等

計画又は長期優良住宅

維持保全計画の認定を

受けた地位の承継の承

認申請手数料 

2,300 円 

（ 現

行 の

と お

り） 

1 1

6 

租税特別

措置法（昭

和 32 年法

律 第 2 6

号 ） 第 2 8

条の４第３

項 第 ５ 号

イ、同項第

７号イ、第

3 1 条 の ２

第２項第 1

4 号ハ、第

6 2 条 の ３

第４項第 1

4 号ハ、第

6 3 条 第 ３

項 第 ５ 号

イ、同項第

７号イ   

     

     

     

   又は

租税特別措

置法等の一

優良宅地造成認定申

請手数料  造成宅地の

面積に応じ、次に掲げ

る額 

(１ )から (８ )まで  

（現行のとおり） 

認 定

申 請

の と

き 

の

６ 

1 0

6

の

７ 

長期優良

住宅の普及

の促進に関

する法律第

1 0 条 の 規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画     

     

     

の認定を受

けた地位の

承継の承認

の申請に対

する審査 

長期優良住宅建築等

計画         

      の認定を

受けた地位の承継の承

認申請手数料 

2,300 円 

（ 略

） 

1 1

6 

租税特別

措置法（昭

和 32 年法

律 第 2 6

号 ） 第 2 8

条の４第３

項 第 ５ 号

イ、同項第

７号イ、第

3 1 条 の ２

第２項第 1

4 号ハ、第

6 2 条 の ３

第４項第 1

4 号ハ、第

6 3 条 第 ３

項 第 ５ 号

イ、同項第

７号イ、第

68 条の 69

第３項第５

号イ、同項

第７号イ又

は租税特別

措置法等の

優良宅地造成認定申

請手数料  造成宅地の

面積に応じ、次に掲げ

る額 

(１ )から (８ )まで  

（略） 

認 定

申 請

の と

き 



 

 

新 旧 

部を改正す

る法律（平

成 10 年法

律 第 2 3

号）附則第

2 0 条 第 ３

項の規定に

よりなお従

前の例によ

ること若し

くは同条第

４項の規定

によりなお

その効力を

有すること

とされる同

法による改

正前の租税

特別措置法

第 63 条の

２第３項第

３号イの規

定による宅

地の造成が

優良な宅地

の供給に寄

与するもの

であること

についての

認定の申請

に対する審

査 

1 1

7 

租税特別

措置法第 2

8 条の４第

３ 項 第 ６

号、同項第

７号ロ、第

3 1 条 の ２

第２項第 1

5 号ニ、第

6 2 条 の ３

第４項第 1

優良住宅新築認定申

請手数料  新築住宅の

床面積の合計に応じ、

次に掲げる額 

(１ )から (６ )まで  

（現行のとおり） 

認 定

申 請

の と

き 

一部を改正

す る 法 律

（ 平 成 1 0

年法律第 2

3 号）附則

第 20 条第

３項の規定

によりなお

従前の例に

よること若

しくは同条

第４項の規

定によりな

おその効力

を有するこ

ととされる

同法による

改正前の租

税特別措置

法第 63 条

の２第３項

第３号イの

規定による

宅地の造成

が優良な宅

地の供給に

寄与するも

のであるこ

とについて

の認定の申

請に対する

審査 

1 1

7 

租税特別

措置法第 2

8 条の４第

３ 項 第 ６

号、同項第

７号ロ、第

3 1 条 の ２

第２項第 1

5 号ニ、第

6 2 条 の ３

第４項第 1

優良住宅新築認定申

請手数料  新築住宅の

床面積の合計に応じ、

次に掲げる額 

(１ )から (６ )まで  

（略） 

認 定

申 請

の と

き 



 

 

新 旧 

5 号ニ、第

6 3 条 第 ３

項第６号、

同項第７号

ロ     

     

     

     

 に規定す

る住宅の新

築が優良な

住宅の供給

に寄与する

ものである

ことについ

ての認定の

申請に対す

る審査 
 

5 号ニ、第

6 3 条 第 ３

項第６号、

同項第７号

ロ 、 第 6 8

条の 69 第

３項第６号

又は同項第

７号ロに規

定する住宅

の新築が優

良な住宅の

供給に寄与

するもので

あることに

ついての認

定の申請に

対する審査 
 

備考 規格は、日本産業規格とする。 備考 規格は、日本産業規格とする。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の 106 の４の項、106 の５の項

及び 106 の７の項の改正規定は、令和４年 10 月１日から施行する。 

 


